
札幌市における高齢者歯科関係施策の現状と
今後の摂食嚥下障害対策の方向性（案）について



札幌市歯科口腔保健推進条例

条例の目的
市民の歯科疾患の減少を図るため、医学的及び公衆衛生学的見地から効果
的な施策を推進することとし、市民の健康寿命の延伸を図ること

基本計画を策定し、次の取組を計画に盛り込むこと
高齢者歯科関係の取組
• 要介護者に対する歯科健診の機会の確保
• 地域包括ケアシステムにおける歯科関係者と多職種との連携推進
• 在宅歯科医療の充実
• オーラルフレイル対策、誤嚥性肺炎予防、口腔機能向上の推進

自民、公明、民主の３会派による議員提案条例として、令和４年６月に成立



第２次札幌市生涯歯科口腔保健推進計画（令和６年３月）

市民の生涯にわたる歯科健診の充実、健康寿命の延伸、

誰一人取り残さない歯科保健医療サービスの確保、

を、基本理念として掲げている



① 在宅歯科医療を担う歯科医師の人材育成
在宅歯科医療に従事する歯科医師や関心のある歯科医師を対象に、研修を
行う。札幌歯科医師会委託事業。

② 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業
ＫＤＢ（国保データベースシステム）を活用し、脳卒中の既往等、誤嚥性肺炎リ
スクが高いにも関わらず歯科レセプトがない在宅要介護高齢者等に歯科衛生
士が電話や訪問により歯科保健指導及び歯科医療への受診勧奨を行う。

③ 摂食嚥下障害患者に対する歯科保健医療のあり方検討

摂食嚥下障害患者に対する支援が十分ではないとの計画策定委員会の意
見を踏まえて、あり方検討に取り組む。

具体的取組



厚生労働省医政局長通知（令和６年３月２８日）
「地方公共団体における歯科保健医療業務指針」

８）要介護高齢者等に対する歯科保健対策の推進

都道府県は、要介護高齢者であっても定期的に歯

科健診を受けることができるよう、地域の歯科医師

会や歯科衛生士会と連携しながら、在宅や施設に

おける歯科健診への支援や職員による口腔の管理

の知識や技術の研修の実施に努めること。

また、高齢者の口腔機能の維持向上や機能低下

に関する普及啓発の他、高齢者の摂食嚥下障害や

口腔機能の低下に対応できる人材育成、歯科専門

職を含めた多職種による連携体制の構築に努める

こと。



札幌市の人口と高齢化率の将来見通し



75歳以上人口の将来見通し（令和２年（2020年）を１としたときの指数）



令和４年度札幌市自立生活向上支援業務報告書



令和４年度 札幌市市民意識調査



令和４年度札幌市高齢者施設に対するアンケート調査



札幌市における後期高齢者に対する歯科健診

札幌市では、札幌歯科医師会に後期高齢者に対する歯科健診事業（外来、訪問）を委託している。
歯科健診の内容には、簡易な嚥下状態等の口腔機能の検査が含まれている。



介護予防事業による歯科衛生士の派遣（北海道歯科衛生士会委託）

令和元年度より、介護予防事業を活用し、市内５３か所にある介護予防センター
が主催する介護予防教室に、歯科衛生士を派遣し、口腔機能向上に関する健康
教育や口腔機能向上に資するアクティビティを実施している。

健康教育の回数は、介護予防教室希望に応じて、年間１回又は２回の派遣と
なっている。

令和６年度の派遣実績は１５３回であり、ほとんどの介護予防センターが口腔機
能向上に取り組んでいる。

高齢者の通いの場等に対する歯科医師、歯科衛生士の派遣

口腔機能を使ったゲーム
歯科衛生士会マニュアル

一体的実施による歯科医師の派遣（札幌歯科医師会委託）

令和６年度から、従来の介護予防事業による歯科衛生士の派遣に加えて、保健
事業と介護予防の一体的実施により、歯科医師の派遣も開始。

歯科医師は、町内会や老人クラブ等の高齢者の通いの場を中心に、派遣してお
り、講話や個別相談の他、歯科健診や口腔機能チェックを実施する場合もある。
令和７年度の派遣予定は５０回。



３団体共同実施による「食べる」に着目したフレイル対策（３団体へ委託）

後期高齢者の質問票等を用いて、口腔や栄養課題があるオーラルフレイルや低栄養予備群の高齢者を介
護予防センターでピックアップし、札幌歯科医師会、北海道歯科衛生士会、北海道栄養士会の共同実施によ
り 、３職種による個別相談が受けられるフレイルチェック相談会を実施している。
令和７年度は全１０区で各２回、合計２０回実施予定。

・１人あたり合計60分の個別相談、個別指導を実施。
・フレイルチェック相談会は、半日のプログラムで、１回あたり２４名が上限。
・１つの相談会として実施しているが、各担当業務を３団体にそれぞれ委託している。
・３か月後に電話で評価を行い、介護予防センターへのフィードバックを行う。
・リハ職（運動）が参加したプログラムも試行予定。

歯科医師会、歯科衛生士会、栄養士会によるフレイルチェック相談会

①歯科医師による歯科健診
１５分

②歯科衛生士による口腔機能
     チェック １５分

②管理栄養士による栄養指導
     ３０分

【個別相談の流れ】
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口腔の健康状態が不明なハイリスク者への歯科衛生士によるアウトリーチ

誤嚥性肺炎の発症や歯科疾患の重症化の予防を目指すハイリスクアプローチ（北海道歯科衛生士会委託）

国保データベース（ＫＤＢ）を用いて、誤嚥性肺炎や歯科疾患の重症化の恐れがあるにも関わらず、歯
科医療に繋がっていない高齢者をピックアップし、調査票を送付。電話及び訪問によるアウトリーチを展
開、無料訪問歯科健診事業や訪問歯科診療により、歯科医療に繋げていく。

【令和７年度の対象者基準】
①１年間、歯科受診がない
②脳卒中、肺炎、誤嚥性肺炎、認知症の既往
③要介護度２または３
④在宅サービスの利用
その他、年齢等の条件も加え、３,０００名程度をＫＤＢより抽出。

【対象者へのアプローチ法】
対象世帯に、口腔の困り事に関する簡単なアンケート調査を送付。
令和約１割程度の返送率だが、歯科治療や口腔の困り事の情報と電話
番号を把握し、歯科衛生士会の歯科衛生士が家族等に電話する。
家族等から状況を把握した上で、歯科衛生士から助言を行い、訪問歯科
健診や歯科衛生士によるアウトリーチを行う。

【把握された主な対象者の状態像】
・老々介護で、歯科医院への通院することは難しい。
・訪問歯科診療の利用方法を知らなかった。
・日々の介護に追われて、歯科治療まで考える余裕がなかった。など



令和８年度以降の札幌市における摂食嚥下障害対策の方向性（案）

札幌市委託事業として、下記の取組を実施する。（委託事業者は公募を予定）

①札幌市摂食嚥下障害対策ネットワーク協議会の設置・運営

摂食嚥下障害に関係する関係機関や職能団体により構成される協議会を設置し、多職種連携
の推進を目指すとともに、協議会が実施主体となり、下記の②～⑤の取組について協議、企画
を行い、実施する。

②摂食嚥下障害多職種ネットワーク研修会

摂食嚥下障害に対応する医療介護職を対象とした幅広い研修の実施。

③在宅における摂食嚥下機能評価に関する医師・歯科医師の育成

在宅において摂食嚥下障害の診断に対応する医師、歯科医師への研修。

より実践的な診断技術に関する研修やミールラウンド対応等の研修を行う。

④嚥下機能評価と治療が可能な施設に関する情報提供

札幌市内の医療機関の状況について調査し、情報を公表する。

⑤摂食嚥下障害対応に関する情報提供・普及啓発

専用ＨＰ等において、関連職種向けの情報提供や一般市民向けの普及啓発を行う。
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